
JP 2020-22696 A 2020.2.13

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】撮像装置と接続可能な生体情報測定装置におい
て録画タイミングにおけるバイタルサインの情報と撮像
画像の双方を参照可能な生体情報測定装置、及び生体情
報測定システムを提供する。
【解決手段】生体情報測定装置１０は、センサ３０を介
して被験者の生体信号を基にしたバイタルサインの情報
と、超音波プローブ２０、撮像装置の一態様、から取得
した超音波画像、撮像画像の一態様、と、を取得する。
制御部１４は、バイタルサインの情報と超音波画像の少
なくとも一方を表示部１６に表示する。そして制御部１
４は、録画指示の有ったタイミング（録画タイミング）
において、超音波画像とバイタルサインの情報の双方を
画像形式で記憶部１７に保存する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、撮像装置から取得した撮像画像と、を
取得する生体情報測定装置であって、
　電子ファイルを保存可能な記憶部と、
　前記バイタルサインの情報と前記撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示するように
制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、録画指示の有った録画タイミングにおいて、前記撮像画像と前記バイタ
ルサインの情報の双方を画像形式で前記記憶部に保存する、生体情報測定装置。
【請求項２】
　前記撮像装置は、前記生体情報測定装置と接続した超音波プローブまたはカメラであり
、
　前記撮像画像は、前記超音波プローブが被験者に照射した超音波の反射波を基に撮像し
た超音波画像、および前記カメラが周辺を撮像した周辺画像の少なくとも一方を含む、こ
とを特徴とする請求項１に記載の生体情報測定装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記生体情報測定装置と接続したセンサから取得した前記生体信号を解
析し、前記バイタルサインの情報を算出してリアルタイムに前記表示部に表示すると共に
、前記撮像画像をリアルタイムに取得して前記表示部に表示する、ことを特徴とする請求
項１または請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、前記撮像画像と前記バイタルサインの情
報を合成した合成画像ファイルを生成して前記記憶部に保存する、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、前記バイタルサインの情報を含む第１画
像ファイルと前記撮像画像を含む第２画像ファイルを生成して前記記憶部に保存する、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】
　前記第１画像ファイルは、前記バイタルサインの測定波形の表示画面に前記撮像画像を
重ねあわせた画面にかかる画像ファイルであり、
　前記第２画像ファイルは、前記撮像画像または前記撮像画像に各種情報を重ね合わせた
画面にかかる画像ファイルである、ことを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置
。
【請求項７】
　前記第１画像ファイルは、前記録画タイミングにおける前記表示部に表示された画面の
スクリーンキャプチャにかかるファイルである、
　ことを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、前記バイタルサインの情報を数値又は文
字列で示した非画像情報である第１非画像ファイルを取得して前記記憶部に保存する、
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、被験者情報、時刻情報、装置情報、設定
情報の少なくとも一つを含む非画像情報である第２非画像ファイルを取得して前記記憶部
に保存する、
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第１画像ファイルと前記第２画像ファイルを、前記記憶部内のファ
イルシステム上の同一フォルダ内に保存する、
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　ことを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記第１画像ファイルのファイル名の一部と前記第２画像ファイルのフ
ァイル名の一部が共通するように設定する、ことを特徴とする請求項５～７のいずれか１
項に記載の生体情報測定装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記バイタルサインの情報と前記周辺画像と前記超音波画像を一つのフ
ァイルにまとめた画像形式で前記記憶部に保存する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項１３】
　撮像装置と、
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記撮像装置から取得した撮像画像と
、を取得する生体情報測定装置と、を備えた生体情報システムであって、
　前記生体情報測定装置は、
　電子ファイルを保存可能な記憶部と、
　前記バイタルサインの情報と前記撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示するように
制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、静止画又は録画の録画指示の有った録画タイミングにおいて、前記撮像
画像と前記バイタルサインの情報の双方を静止画又は録画の画像形式で前記記憶部に保存
する、生体情報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体情報測定装置、及び生体情報システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被験者の状態を把握するための情報として各種のバイタルサイン（血圧、体温、呼吸、
脈拍数、動脈血酸素飽和度、等）が広く利用されている。また、被験者の胸部や腹部等の
内部状態を把握するために超音波検査装置が用いられている。更に、被験者の顔色や超音
波診断装置使用時の測定部位に関する画像情報も有用である。
【０００３】
　近年、バイタルサインの測定と超音波診断を同時に行う技術が提案されている。例えば
特許文献１では、バイタルサインの情報を含む画面を表示する第１モードと、超音波画面
を含む画面を表示する第２モードと、を切り替える生体情報モニタ（生体情報測定装置）
についての技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－８６６６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のように特許文献１にかかる生体情報モニタは、バイタルサインの情報と撮像画像
（超音波画像）の双方を表示する。ここで医療従事者は、処置中の被験者の状態を時間が
経った後に確認するために、処置時の撮像画像を保存したい場合がある。この際に撮像画
像だけではなく、バイタルサインの情報も把握できる形で保存されていると、より被験者
の状態の把握がしやすくなる。
【０００６】
　しかしながら特許文献１には、撮像画像の保存について言及されていないため、撮像を
行ったタイミングにおけるバイタルサインの情報を参照することに関しても示唆がされて
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いない。
【０００７】
　なお当該課題は、撮像画像が超音波画像である場合に限った話ではなく、例えば生体情
報モニタがカメラと接続可能な構成であっても共通する課題である。
【０００８】
　本発明は上記の事情を鑑みてなされたものであり、撮像装置と接続可能な生体情報測定
装置において録画タイミングにおけるバイタルサインの情報と撮像画像の双方を参照可能
な生体情報測定装置、及び生体情報測定システムを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる生体情報測定装置の一態様は、
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、撮像装置から取得した撮像画像と、を
取得する生体情報測定装置であって、
　電子ファイルを保存可能な記憶部と、
　前記バイタルサインの情報と前記撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示するように
制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、録画指示の有った録画タイミングにおいて、前記撮像画像と前記バイタ
ルサインの情報の双方を画像形式で前記記憶部に保存する、ものである。
【００１０】
　生体情報測定装置は、被験者の生体信号を基にしたバイタルサインの情報と、撮像装置
から取得した撮像画像と、を取得する。制御部は、バイタルサインの情報と撮像画像の少
なくとも一方を表示部に表示する。そして制御部は、録画指示の有ったタイミング（録画
タイミング）において、撮像画像とバイタルサインの情報の双方を画像形式で記憶部に保
存する。録画タイミングにおける撮像画像とバイタルサインの情報を画像として記録する
ことにより、ユーザはこれ等の情報を参照して被験者の状態をより正確に把握することが
できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、撮像装置と接続可能な生体情報測定装置において録画タイミングにおけるバ
イタルサインの情報と撮像画像の双方を参照可能な生体情報測定装置及び生体情報測定シ
ステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態１にかかる生体情報システムの外観構成を示す図である。
【図２】実施の形態１にかかる生体情報システム１の内部構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１にかかる生体情報測定装置１０が保存する第１画像ファイルの例を
示す図である。
【図４】実施の形態１にかかる生体情報測定装置１０が保存する第２画像ファイルの例を
示す図である。
【図５】実施の形態１にかかる生体情報測定装置１０が保存する合成画像ファイルの例の
図である。
【図６】実施の形態１にかかる記憶部１７内のファイルシステムにおける各画像ファイル
の格納例を示す図である。
【図７】実施の形態２にかかる生体情報システム１の外観構成を示す図である。
【図８】実施の形態２にかかる生体情報システム１の内部構成を示すブロック図である。
【図９】実施の形態２にかかる生体情報測定装置１０が保存する第１画像ファイルの例を
示す図である。
【図１０】実施の形態２にかかる生体情報測定装置１０が保存する第２画像ファイルの例
を示す図である。
【図１１】実施の形態３にかかる生体情報システム１の外観構成を示す図である。
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【図１２】実施の形態３にかかる生体情報測定装置１０が保存する第１画像ファイルの例
を示す図である。
【図１３】実施の形態３にかかる生体情報測定装置１０が保存する第２画像ファイルの例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
＜実施の形態１＞
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本実施の形態に
係る生体情報システム１の外観構成を示す概念図である。生体情報システム１は、生体情
報測定装置１０及び超音波プローブ２０を有する。なお、図示しないものの生体情報測定
装置１０は、センサ３０（後述）とも適宜接続する。
【００１４】
　生体情報測定装置１０は、被験者に接続された各種のセンサ３０（図２において後述）
からの生体信号を基に、各種のバイタルサインを測定する。ここで被験者に接続されるセ
ンサ３０は、バイタルサインの測定に用いる各種センサである。例えばセンサ３０は、血
圧測定に用いるカフ、心電図測定等に用いる電極（ディスポ電極、クリップ電極、等）、
ＳｐＯ２プローブ、呼吸測定用のマスク、等を含む。また測定対象となるバイタルサイン
は、例えば血圧、体温、呼吸数、動脈血酸素飽和度、心電図、脈拍数のみならず、脳波や
筋電図等の情報であってもよい。
【００１５】
　生体情報測定装置１０は、ベッドサイドモニタ、医用テレメータ、心電図等の測定機能
付きの除細動器、心電計、脳波計、筋電計、等を含む概念である。すなわち生体情報測定
装置１０は、バイタルサインを測定する種々の医療装置と解釈できる。また生体情報測定
装置１０は携帯可能なサイズの装置であってもよい。以下の説明では、生体情報測定装置
１０がいわゆるベッドサイドモニタであるものとして説明を行う。
【００１６】
　生体情報測定装置１０は、各種のセンサ３０と接続する接続口（いわゆるコネクタの差
込口）を有する。生体情報測定装置１０は、撮像画像を生成する撮像装置と接続可能であ
る。本実施例では、撮像装置は超音波プローブ２０である。すなわち本実施の形態では撮
像装置が取得する撮像画像は、超音波プローブ２０が被験者に照射した超音波の反射波を
基に撮像した超音波画像である。撮像装置は、生体情報測定装置１０に固着されていても
よく着脱可能な構成であってもよい。
【００１７】
　たとえば超音波プローブ２０と生体情報測定装置１０は、ＵＳＢ（Universal Serial B
us）により接続してもよく、その他の任意のコネクタを介して接続してもよい。超音波プ
ローブ２０は、被験者の生体に探触子２１（後述）を接触（または近接）させることによ
り、被験者の生体内部の超音波画像を取得する。超音波プローブ２０は、ユーザ（主に医
師）が把持可能な重量及び大きさの装置であり、一般的な超音波診断装置のプローブヘッ
ドにケーブルが接続したような形態である。
【００１８】
　生体情報測定装置１０は、超音波プローブ２０が取得した超音波画像を表示部１６に表
示することができる。
【００１９】
　なお超音波プローブ２０は、生体情報測定装置１０と接続可能な構成であればよい。す
なわち超音波プローブ２０は、図示するような有線接続に限られず、無線接続によって生
体情報測定装置１０とデータ送受信を行ってもよい。
【００２０】
　超音波プローブ２０は図示するように筐体上にボタン（操作部）２４を備えていてもよ
い。ボタン２４は、撮像中の超音波画像を静止画像（または動画像)として記録する為に
操作されるインターフェイスの一例であり、その他の形態（例えばツマミやトラックホイ
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ール）であってもよい。
【００２１】
　図２を参照して、生体情報システム１の内部構成について説明する。生体情報測定装置
１０は、入力インターフェイス１１、通信部１２、操作部１３、制御部１４、スピーカ１
５、表示部１６、及び記憶部１７を有する。図示しないものの生体情報測定装置１０は、
ＲＯＭ、ＲＡＭや内部電源等も適宜備える。また生体情報測定装置１０は、時刻を計時す
る内部時計（図示せず）も備える。
【００２２】
　入力インターフェイス１１は、上述の接続口及びその周辺回路等である。入力インター
フェイス１１は、センサ３０及び超音波プローブ２０から受信した信号を制御部１４に供
給する。また入力インターフェイス１１は、生体情報測定装置１０からセンサ３０または
超音波プローブ２０に対して信号を送信する。
【００２３】
　通信部１２は、他の装置（例えば同一院内のセントラルモニタ）とのデータの送受信を
行う。通信部１２は、例えば無線ＬＡＮ（Local Area Network）等にかかる通信規格を満
たすものであれば良い。なお通信部１２は、有線ケーブルを用いて通信処理を行ってもよ
い。
【００２４】
　ユーザ（主に医師）は、操作部１３を介して生体情報測定装置１０に対する入力を行う
。操作部１３は、例えば生体情報測定装置１０の筐体上に設けられたボタン、ツマミ、回
転型セレクタ、キー、等である。操作部１３を介した入力は、制御部１４に供給される。
【００２５】
　スピーカ１５は、アラームをはじめとする各種の報知音を出力する。スピーカ１５は、
制御部１４の制御に応じて報知を行う。
【００２６】
　表示部１６は、生体情報測定装置１０の筐体上に設けられたディスプレイ及びその周辺
回路等である。表示部１６は、制御部１４の制御に応じて各種バイタルサインの測定波形
、測定値、超音波画像等を表示する。なお表示部１６は、必ずしも生体情報測定装置１０
と一体化したものである必要は無く、例えばＵＳＢケーブル等を介して接続可能なディス
プレイであってもよい。
【００２７】
　なお操作部１３と表示部１６は、一体となった構成（いわゆるタッチパネルのような構
成）であってもよい。
【００２８】
　記憶部１７は、制御部１４が使用する各種のプログラム（システムソフトウェア、及び
各種のアプリケーションソフトウェアを含む）やデータ（バイタルサインの測定値や測定
波形を含む測定データ、測定データを測定した日時、電子ファイル（例えば後述の第１画
像ファイル等）、超音波画像の録画タイミング等を含む）を記憶する。記憶部１７は、例
えば生体情報測定装置１０に内蔵されたハードディスクであり、各種のデータは電子ファ
イルとして記憶部１７（詳細には記憶部１７のファイルシステム）に書き込まれる。なお
記憶部１７は、生体情報測定装置１０に内蔵されている場合に限られず、生体情報測定装
置１０に着脱可能な構成（例えば生体情報測定装置１０に着脱可能なＵＳＢ（Universal 
Serial Bus）メモリ等）であってもよい。
【００２９】
　制御部１４の機能は、生体情報測定装置１０内のＣＰＵ（Central Processing Unit、
図示せず）及び周辺回路によって実現される。制御部１４は、記憶部１７からのプログラ
ムやデータの読み出しを適宜行う。また制御部１４は、記憶部１７へのデータの書き込み
を適宜行う。
【００３０】
　制御部１４は、センサ３０（例えばＳｐＯ２プローブ、血圧用カフ、マスク、等）から
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入力インターフェイス１１を介して生体信号を取得し、生体信号に対して各種の処理（Ａ
／Ｄ変換、フィルタリング、等）を行うことによりバイタルサインの情報（血圧、ＳｐＯ
２、体温等の波形や測定値）の取得、バイタルサインの情報を基にしたアラームの鳴動制
御、等を行う。また制御部１４は、バイタルサインの情報（測定波形や測定値）の表示部
１６への表示制御を行う。
【００３１】
　また制御部１４は、録画指示の有ったタイミング（録画タイミング）において、当該タ
イミングにおける超音波画像（撮像画像）とバイタルサインの情報の双方を画像形式で記
憶部１７に保存する。ここで録画タイミングとは、ユーザが録画を意図した操作（録画指
示）を行った瞬間または当該瞬間から一定時間後（例えば１～３秒後であってもよく、録
画指示を意図する入力信号を認識してから録画処理を開始するまでの時間であってもよい
。）である。当該画像形式での保存は図３～図５を参照して後述する。録画指示は、ユー
ザによる超音波プローブ２０のボタン２４の操作や操作部１３の操作によって実行される
。録画指示とは、静止画または動画を画像ファイルとして記録することを意図した指示で
あり、録画開始の合図とも考えられる。ボタン２４が操作された場合、超音波プローブ２
０は録画指示信号を制御部１４に送信する。画像ファイルの生成や保存に関しては、図３
を参照して後述する。
【００３２】
　制御部１４は、操作部１３の操作に応じて各種の設定情報（例えば被験者名、被験者の
年齢／性別／既往症、表示設定等の装置固有の設定）を記憶部１７内の設定ファイル等に
書き込んだり、当該設定ファイル等からのデータの読み出しを行う。
【００３３】
　続いて超音波プローブ２０の構成について説明する。超音波プローブ２０は、いわゆる
プローブに類する形状である。超音波プローブ２０は、探触子２１、制御部２２、記憶部
２３、及び操作部２４を有する。なお超音波プローブ２０は、生体情報測定装置１０から
電力供給を受けて装置であってもよく、内部電源を有する構成であってもよい。
【００３４】
　探触子２１は、被験者の生体に接触（または近接）して超音波を照射する。また探触子
２１は、被験者の生体から反射した超音波（反射波）を受信する。探触子２１は、受信し
た超音波を制御部２２に供給する。
【００３５】
　なお探触子２１の種類は、特に限定されるものでは無い。すなわち探触子２１は、コン
ベックス型、セクタ型、リニア型、この他の種類、のいずれであってもよい。また探触子
２１の筐体上に操作部２４（ツマミ、ボタン、操作用ホイール等）が設けられていてもよ
い。ユーザは、この操作部２４を操作することによって探触子２１の設定等を変更する。
【００３６】
　記憶部２３は、制御部２２が使用する各種のソフトウェアプログラム（システムソフト
ウェア、各種のアプリケーションソフトウェア、を含む）やデータ（超音波画像の履歴値
、設定値、等）を記憶する。記憶部２３は、例えば超音波プローブ２０に内蔵されたハー
ドディスクである。
【００３７】
　制御部２２の機能は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）及び周辺回路に
よって実現される。制御部２２は、記憶部２３からプログラムやデータの読み出しを適宜
行う。また制御部２２は、記憶部２３へのデータの書き込みを適宜行う。
【００３８】
　制御部２２は、探触子２１の各種設定や探触子２１が取得した受信信号の取り込みや画
像化を行う。詳細には制御部２２は、探触子２１のビームフォーミング設定、受信した反
射からの超音波受信ビーム形成、超音波受信ビームに対する各種信号処理（モード信号処
理、ＣＦ信号処理、ドプラ信号処理、等）、スキャン処理による超音波画像の形成、探触
子２１のエラー検出、等を行う。また制御部２２は、探触子２１の受信信号から形成した
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超音波画像を生体情報測定装置１０に送信する。制御部２２は、超音波画像の取得機能が
ＯＮになっている場合には常時超音波画像を生成して生体情報測定装置１０に送信する。
なお制御部２２は、探触子２１が取得した反射波の信号をそのまま生体情報測定装置１０
に転送してもよい。この場合、制御部１４が当該反射波の信号を基にして超音波画像の生
成処理を行う。
【００３９】
　超音波プローブ２０と生体情報測定装置１０との協調動作について説明する。超音波プ
ローブ２０の制御部２２は、超音波画像または反射波信号を生体情報測定装置１０に送信
する。生体情報測定装置１０内の制御部１４は、反射波信号を受信した場合には超音波画
像への変換処理を行う。また生体情報測定装置１０内の制御部１４は、センサ３０から生
体信号を受信し、生体信号を解析することにより各種バイタルサイン（心拍数、血圧、Ｃ
ＶＰ、ＳｐＯ２、呼吸数、等）の情報（測定波形や測定値）をリアルタイムに算出する。
【００４０】
　制御部１４は、算出したバイタルサインの情報（測定値、測定波形）をリアルタイムで
表示部１６に表示する。図１の例では、心拍数／心電図（ＨＲ）、血圧（ｓｙｓ／ｄｉａ
）、ＣＶＰ、ＳｐＯ２、呼吸数（ＲＲ）の測定値と波形がリアルタイムで表示部１６に表
示されている。これに加えて制御部１４は、超音波画像（撮像画像）をリアルタイムで表
示部１６に表示する。図１の例では、各種のバイタルサインの情報（波形、測定値）に超
音波画像を重ねた画面が表示部１６に表示されている。なお制御部１４は、ユーザからの
設定に応じてバイタルサインの情報と超音波画像の一方のみを表示部１６に表示する事も
可能である。すなわち制御部１４は、バイタルサインの情報と撮像画像（超音波画像）の
少なくとも一方を表示部１７に表示するように制御する。
【００４１】
　図１の表示状態において、録画指示（超音波プローブ２０のボタン操作、または操作部
１３の操作）が生じた場合の動作について説明する。録画指示が生じた場合、録画指示を
示す信号が制御部１４に入力される。ここで録画指示は、静止画又は動画の状態で画像を
保存することを指示する命令である。
【００４２】
　録画指示の有った録画タイミングにおいて、制御部１４は以下の＜１＞、＜２＞のいず
れかの方式でバイタルサインの情報と超音波画像（撮像画像）の双方を静止画又は動画の
画像形式で記憶部１７に保存する。
＜１＞バイタルサインの情報を含む第１画像ファイルと、超音波画像（撮像画像）を含む
第２画像ファイルと、を生成して記憶部１７に保存する。
＜２＞バイタルサインの情報と超音波画像（撮像画像）を合成した合成画像ファイルを生
成して記憶部１７に保存する。
　以下に、＜１＞及び＜２＞の詳細について説明する。
【００４３】
　まず、上述の＜１＞の方式について説明する。制御部１４は、録画指示があったタイミ
ング（録画タイミング）において、後述する第２画像ファイルに加え、バイタルサインの
情報（波形及び測定値の少なくとも一方）を含む画像ファイル（第１画像ファイル）を生
成する。以下の説明では生成する画像ファイルが静止画であるものとし、当該画像ファイ
ルの例を図３を参照して説明する。
【００４４】
　例えば制御部１４は、リアルタイム表示しているバイタルサインの情報（測定波形、測
定値）と超音波画像を示す画面のスクリーンキャプチャ画像を生成する。スクリーンキャ
プチャ画像（表示した画像と同じ画像）の生成方法は、一般的なコンピュータ装置で実現
されている手法と同様の機能によって実現すればよい。制御部１４は、当該スクリーンキ
ャプチャ画面を第１画像ファイルとして記憶部１７に保存する（図３（Ａ））。この第１
画像ファイル（図３（Ａ））には、バイタルサインの測定値ｖ１～ｖ５、バイタルサイン
の測定波形ｗ１～ｗ５、超音波画像ｕ１、及び時刻情報ｔ１が表示されており、図１に表
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示中の画面と同様の画面となる。
【００４５】
　また制御部１４は、表示中の画面の内容に一部修正や追記を加えた画面を示す画像ファ
イルを生成してもよい。例えば図３（Ｂ）のように、制御部１４は表示中の画面の時刻情
報ｔ１を年月日や秒の情報も入れた詳細な時刻情報ｔ２に置き換えた画面を示す第１画像
ファイルを作成してもよい。制御部１４は、一般的なコンピュータシステムにおいて実現
されている時刻情報の取得手法を用いて時刻情報ｔ２を取得すればよい。
【００４６】
　また図３（Ｃ）のように、制御部１４は表示中の画面に加えて、記憶部１７から読み出
した情報（例えば記憶部１７内のデータベースや設定ファイルから読み出した情報）を表
示した画面を示す画像ファイルを生成してもよい。図３（Ｃ）の例では、制御部１４はス
クリーンキャプチャした画像に対して被験者名の情報を表示した画面を第１画像ファイル
として生成して記憶部１７に保存している。
【００４７】
　制御部１４は、図３（Ｄ）に示すように、バイタルサインの情報（測定波形、測定値）
を含むが超音波画像を除外した画面を第１画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよ
い。図３（Ｄ）に示す第１画像ファイルは、バイタルサインの測定値ｖ１～ｖ５、バイタ
ルサインの測定波形ｗ１～ｗ５、及び時刻情報ｔ１を含むものの超音波画像ｕ１を含まな
い構成である。
【００４８】
　なお図３（Ａ）～図３（Ｄ）はあくまでも一例にすぎず、制御部１４が生成する画像フ
ァイル（第１画像ファイル）はスクリーンキャプチャをベースとした画像でなくてもよい
。制御部１４は、録画タイミングにおけるバイタルサインの情報を含む画像であればどの
ような画像ファイルを生成して記憶部１７に保存してもよい。
【００４９】
　また上述の説明では、第１画像ファイルが静止画ファイルであるものとして説明したが
動画ファイルであってもよい。この場合、制御部１４は録画タイミングから一定期間（例
えば１０秒間）のバイタルサインの情報（測定波形や測定値）を含む動画をファイルとし
て保存すればよい。
【００５０】
　制御部１４は、上述の画像ファイル（第１画像ファイル）に加えて、録画タイミングに
おける超音波画像を含む画像ファイル（第２画像ファイル）を記憶部１７に保存する。以
下、第２画像ファイルの例を図４（Ａ）～図４（Ｃ）を参照して説明する。
【００５１】
　例えば制御部１４は、超音波画像を大画面表示した画像（図４（Ａ））を第２画像ファ
イルとして記憶部１７に保存してもよい。図４（Ａ）に示すように、録画タイミングにお
ける超音波画像ｕ１が第２画像ファイルとして記憶部１７に保存される。
【００５２】
　また制御部１４は、超音波画像を大画面表示した画像に被験者情報（被験者名、年齢、
性別等）、日時情報、録画タイミングにおける各種の設定情報（超音波のモード、デプス
、等）、といった各種の情報を重畳した画面を第２画像ファイルとして記憶部１７に保存
してもよい。図４（Ｂ）の例では、超音波画像ｕ１に対して、被験者情報（被験者名、年
齢、性別）ｐ１と日時情報ｔ１が重畳された第２画像ファイルが記憶部１７に保存される
。
【００５３】
　更に制御部１４は、超音波画像を大画面表示した画像に、録画タイミングにおける各種
のバイタルサインの数値情報を重畳した画面を第２画像ファイルとして記憶部１７に保存
してもよい。図４（Ｃ）の例では、超音波画像ｕ１に対して心拍数（ＨＲ）、ＳｐＯ２、
呼吸数（Ｒｅｓｐ）といった各種のバイタルサインの測定情報ｖ６が重畳された第２画像
ファイルが記憶部１７に保存される。
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【００５４】
　なお、図４（Ａ）～図４（Ｃ）はあくまでも第２画像ファイルの一例にすぎず、例えば
超音波画像に被験者情報、日時情報、バイタルサインの数値情報が重畳したものであって
もよく、更に他の情報も重畳したものであってもよい。また第２画像ファイルも静止画フ
ァイルに限られず、動画ファイルであってもよい。
【００５５】
　第１画像ファイル又は第２画像ファイルが動画像ファイルとする場合、以下のような画
像取得をすることも可能である。制御部１４が表示部１６に表示している一定時間前のバ
イタルサインの情報を記憶部１７や図示しないメモリにキャッシュしている場合、制御部
１４は録画タイミングまでの一定時間（例えば１０秒間）のバイタルサインの情報（測定
波形や測定値）を含む動画を第１画像ファイルとして保存してもよい。同様に制御部１４
は、録画タイミング前後の一定時間（例えば録画タイミングの５秒前から録画タイミング
から５秒後）のバイタルサインの情報（測定波形や測定値）を含む動画を第１画像ファイ
ルとして保存してもよい。第２画像ファイルについても同様であり、制御部１４は録画タ
イミングまでの一定時間の超音波画像を含む動画を第２画像ファイルとして保存してもよ
く、録画タイミング前後の一定時間の超音波画像を含む動画を第２画像ファイルとして保
存してもよい。
【００５６】
　次に＜２＞の方式（合成画像ファイルの保存）について説明する。制御部１４は、バイ
タルサインの情報と超音波画像（撮像画像）の双方を含む合成画像ファイルを１つ生成し
、当該合成画像ファイルを記憶部１７に保存する。以下、図５を参照して合成画像ファイ
ルについて説明する。
【００５７】
　例えば制御部１４は、リアルタイム表示しているバイタルサインの情報（測定波形、測
定値）と超音波画像を表示した画面のスクリーンキャプチャ画像を合成画像ファイルとし
て生成して記憶部１７に保存してもよい（図５（Ａ））。なお図３（Ｂ）、図３（Ｃ）と
同様にスクリーンキャプチャ画面に各種の情報（例えば日時や被験者名等）を重畳しても
よい。
【００５８】
　また制御部１４は、リアルタイム表示している画面を一部調整した画像を合成画像ファ
イルとして生成してもよい。図５（Ｂ）の例では、制御部１４はバイタルサインの測定波
形を消去し、当該測定波形のエリアに超音波画像ｕ１を拡大表示している。すなわち制御
部１４は、バイタルサインの測定値ｖ１～ｖ５と超音波画像ｕ１が表示された画面を合成
画像ファイルとして生成して記憶部１７に保存する。
【００５９】
　同様に制御部１４は、バイタルサインの測定値を消去し、当該測定値のエリアに超音波
画像ｕ１を拡大表示した画面を合成画像ファイルとして生成して記憶部１７に保存しても
よい（図５（Ｃ））。
【００６０】
　また制御部１４は、超音波画像に対してバイタルサインの情報を重ねあわせた画面を合
成画像ファイルとして生成してもよい。例えば制御部１４は、図５（Ｄ）に示すように録
画タイミングにおける超音波画像ｕ１にバイタルサインの測定値ｂ１を重ねあわせた画面
を合成画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよい。
【００６１】
　以上が合成画像ファイルの一例であるが、合成画像ファイルはバイタルサインの情報（
測定波形、測定値）と超音波画像の双方を含むものであればその他の構成であってもよい
。
【００６２】
　上述の２つの方式（＜１＞、＜２＞）は、ユーザが操作部１３を操作することによって
適宜切替可能であればよい。
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【００６３】
　さらにまた制御部１４は、上述の画像情報の保存（上述の＜１＞、＜２＞の処理）に加
えて、録画タイミングのバイタルサインの情報（波形や測定値）を示す第１非画像ファイ
ルを取得して記憶部１７に保存してもよい。以下、上述の＜１＞の方式を前提として説明
するが、＜２＞の方式であっても略同様の処理となる。
【００６４】
　第１非画像ファイルは、バイタルサインの情報（波形や測定値）を文字列または数値と
して表現した情報を含むファイルである。第１非画像ファイルは、たとえばＣＳＶファイ
ルやＸＭＬファイルの形式であればよい。第１非画像ファイルでは、第１画像ファイルの
ファイル名が記載されるなどして第１画像ファイルとの関連付けが行われていることが好
ましい。
【００６５】
　制御部１４は、第１画像ファイルに加えて録画タイミングの非画像情報である第２非画
像ファイルを取得して記憶部１７に保存してもよい。第２非画像ファイルは、例えば被験
者情報、日時情報、装置情報、設定情報の少なくとも一つを含むものである。被験者情報
とは、例えば被験者の名前、性別、年齢、既往歴等を含む情報である。日時情報とは、録
画タイミングの日時の情報である。また装置情報とは、生体情報測定装置１０の装置の型
番等の情報である。また設定情報とは、超音波撮像時の撮影モード、等の情報である。第
２非画像ファイル内では、第１画像ファイルのファイル名が記載されるなどして第１画像
ファイルとの関連付けが行われていることが好ましい。
【００６６】
　なお第１非画像ファイルと第２非画像ファイルは、必ずしも別ファイルである必要はな
く、一つのファイルとして実現してもよい。
【００６７】
　以下、図６を参照して記憶部１７内のファイルシステムにおける第１画像ファイル、第
２画像ファイル、第１非画像ファイル、第２非画像ファイルの格納例について説明する。
本例では、録画タイミングが平成３０年７月１３日１４時２３分４４秒と平成３０年７月
１７日９時２４分５１秒であるものとする。
【００６８】
　平成３０年７月１３日１４時２３分４４秒に録画指示が生じた場合、制御部１４は当該
日時に対応するフォルダを生成する。そして制御部１４は当該日時におけるバイタルサイ
ンの情報や超音波画像を参照し、第１画像ファイル（例えば図３（Ａ））、第２画像ファ
イル（例えば図４（Ａ））、第１非画像ファイル、第２非画像ファイルを作成する。ここ
で制御部１４は、各ファイルのファイル名として録画タイミングの日時（H300713_142344
）をファイルの接頭語として設定する。また制御部１４は、各ファイルの保存先を同一の
フォルダにするようにフォルダ操作を行う。上述の例において制御部１４は、/echo/被験
者A/H300713_142344というフォルダ内に各ファイルを格納する。
【００６９】
　同様に平成３０年７月１７日９時２４分５１秒に録画指示が生じた場合、制御部１４は
当該日虹に対応するフォルダを生成する。そして制御部１４は当該日時におけるバイタル
サインの情報や超音波画像を参照し、第１画像ファイル（例えば図３（Ａ））、第２画像
ファイル（例えば図４（Ａ））、第１非画像ファイル、第２非画像ファイルを作成する。
ここで制御部１４は、各ファイルのファイル名として録画タイミングの日時（H300717_09
2451）をファイルの接頭語として設定する。また制御部１４は、各ファイルの保存先を同
一のフォルダにするようにフォルダ操作を行う。上述の例において制御部１４は、/echo/
被験者A/H300717_092451というフォルダ内に各ファイルを格納する。
【００７０】
　このように第１画像ファイルと第２画像ファイルの格納先がファイルシステム上の同一
フォルダである場合、第１画像ファイルと第２画像ファイルの関連性が一目で把握できる
。また第１画像ファイルと第１非画像ファイルの格納先がファイルシステム上の同一フォ
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ルダである場合、第１画像ファイルと第１非画像ファイルの関連性が一目で把握できる。
【００７１】
　また第１画像ファイルと第２画像ファイルのファイル名に共通部分があることによって
も双方の関連性を一目で把握することができる。第１画像ファイルと第１非画像ファイル
のファイル名についても同様である。ファイル名の共通部分（共通の文字列や数値列）は
必ずしも日時に関するものである必要は無く、所定のルールに従って定めればよい。
【００７２】
　なお図６の例では録画タイミング毎にフォルダを作成するものとしたが必ずしもこれに
限られない。例えば制御部１４は、被験者Ａに対応するフォルダに作成した第１画像ファ
イル等を順次保存する構成であってもよい。
【００７３】
　続いて本実施の形態に係る生体情報測定装置１０の効果について説明する。生体情報測
定装置１０は、センサ３０を介して被験者の生体信号を基にしたバイタルサインの情報と
、超音波プローブ２０（撮像装置の一態様）から取得した超音波画像（撮像画像の一態様
）と、を取得する。制御部１４は、バイタルサインの情報と超音波画像の少なくとも一方
を表示部１６に表示する。そして制御部１４は、録画指示の有ったタイミング（録画タイ
ミング）において、超音波画像とバイタルサインの情報の双方を画像形式で記憶部１７に
保存する。録画タイミングにおける超音波画像とバイタルサインの情報を画像として記録
することにより、ユーザはこれ等の情報を参照して被験者の状態をより正確に把握するこ
とができる。
【００７４】
　ここでバイタルサインの情報を含む第１画像ファイルと超音波画像を含む第２画像の双
方を保存することにより（上述の＜１＞の方式）、バイタルサインの情報と超音波画像を
それぞれ把握しやすくなる。
【００７５】
　第１画像ファイルが超音波画像を含む画面に係るものである場合（図３（Ａ）～（Ｃ）
）、一つのファイルで録画タイミングにおける超音波画像とバイタルサインの状態を把握
することができる。特に第１画像ファイルがスクリーンキャプチャにかかる画像ファイル
である場合、処置時（または検査時）に見ていた情報と同じ情報量の情報を後日参照する
ことができる。
【００７６】
　第１画像ファイルがバイタルサインの測定波形の表示画面に超音波画像を重ねあわせた
画面にかかる画像ファイルであり（図３（Ａ）～図３（Ｃ））、第２画像ファイルが超音
波画像（または超音波画像に各種情報を重ねあわせた画像）に関するものである場合（図
４（Ａ）～図４（Ｃ））。超音波画像をベースとした情報とバイタルサインの情報をベー
スとした情報の双方を参照できる。これによりユーザは、より正確に録画タイミングにお
ける被験者の状態を参照することができる。
【００７７】
　また制御部１４は、バイタルサインの情報を算出して表示部１６にリアルタイム表示す
ると共に、超音波画像も表示部１６にリアルタイム表示してもよい（図１）。これにより
、被験者に対する検査や処置中にも双方の情報を把握することができ、精度の高い検査や
処置が実現可能になる。
【００７８】
＜実施の形態２＞
　本実施の形態では、生体情報測定装置１０が超音波プローブ２０に代わりカメラ４０と
接続する構成を有することを特徴とする。すなわち本例では、撮像装置がカメラ４０であ
り、撮像画像が周辺を撮像した周辺画像であることを特徴とする。以下、実施の形態１と
異なる点を中心に説明を行う。なお実施の形態１と同様の名称及び符号を付した処理部は
、特に言及しない限り実施の形態１と同様の機能を持つものとする（後述の実施の形態３
でも同様である。）。
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【００７９】
　図７は、本実施の形態にかかる生体情報システム１の外観構成を示す図である。図示す
るようにカメラ４０が生体情報測定装置１０にケーブルを介して接続している。なおカメ
ラ４０は、生体情報測定装置１０と無線接続する構成であってもよい（すなわち無線信号
により信号を送受信できる構成であってもよい。）。生体情報測定装置１０は、カメラ４
０が取得した周辺画像を表示部１６に表示する構成である。図７の例では、カメラ４０に
より被験者（被験者）の顔を撮像した画像がバイタルサインの情報（測定値、測定波形）
と共に表示部１６に表示されている。
【００８０】
　図８は、本実施の形態に係る生体情報システム１の内部構成を示すブロック図である。
生体情報測定装置１０は、図２の構成と異なり超音波プローブ２０に代わってカメラ４０
を有する。
【００８１】
　カメラ４０は、レンズ４１、制御部４２、記憶部４３、及び操作部４４を有する。なお
カメラ４０は図示しないものの各種の周辺回路、絞り、ＣＭＯＳ等の測光系、等の通常の
デジタルスチールカメラが有する処理部を有するものとする。
【００８２】
　操作部４４は、被験者による録画指示の入力を受け付けるインターフェイスであり、例
えばボタンやツマミである。レンズ４１から入射される被写体光は、図示しない測光系で
受光信号に変換される。受光信号は、図示しないＡ／Ｄ変換器等によってデジタル信号に
変換される。
【００８３】
　制御部４２は、当該デジタル信号に対して各種のデジタル処理（コントラスト調整等）
を行って周辺画像を生成する。記憶部４３は、制御部４２の動作に必要な各種のプログラ
ムやデータを保持すると共に、制御部４２によって各種のデータが書き込まれる。制御部
４２は、カメラ機能がＯＮになっている場合には受光信号（デジタル信号）から常時周辺
画像を生成して生体情報測定装置１０に送信する。なお制御部４２は、受光信号（デジタ
ル信号が望ましが、アナログ信号であってもよい）をそのまま生体情報測定装置１０に提
供し、生体情報測定装置１０が周辺画像を生成する構成であってもよい。
【００８４】
　生体情報測定装置１０内の制御部１４は、カメラ４０から取得した周辺画像と、センサ
３０から取得した生体信号を基にしたバイタルサインの情報（測定値、測定波形）と、を
表示部１６にリアルタイムに表示する。図７の例では、バイタルサインの情報（測定値、
測定波形）と共に被験者の顔付近を撮影した周辺画像Ｃ１が表示部１６に表示されている
。
【００８５】
　図７の状態において、録画指示（カメラ４０のボタン操作、または操作部１３の操作）
が生じた場合の動作について説明する。録画指示は、例えば操作部４４の操作に応じて制
御部４２が録画指示信号を生体情報測定装置１０に送信することによって実現されてもよ
く、操作部１３の操作に応じて録画指示信号が生成されることによって実現されてもよい
。録画指示が生じた場合、制御部１４は上述の＜１＞、＜２＞のいずれかの方式でバイタ
ルサインの情報と周辺画像（撮像画像）を画像形式で記憶部１７に保存する。以下、動作
は実施の形態１とほぼ同じであるため、上述の＜１＞に対応する動作と画像ファイルのみ
を図９及び図１０を参照して説明する。
【００８６】
　制御部１４は、例えばバイタルサインの情報（測定波形、測定値）と周辺画像を表示し
た画面のスクリーンキャプチャ画面を生成し、当該スクリーンキャプチャ画面を第１画像
ファイルとして記憶部１７に保存する（図９（Ａ））。制御部１４は、スクリーンキャプ
チャ画面の一部を他の情報と置換した画面（例えば時刻情報を詳細な日時情報に置換した
画面）を第１画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよい（図９（Ｂ））。
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【００８７】
　また制御部１４は、当該スクリーンキャプチャ画像に記憶部１７から読み出した各種の
情報（例えば被験者情報（被験者名等））を重ねあわせた画面を第１画像ファイルとして
記憶部１７に保存してもよい（図９（Ｃ））。制御部１４は、図１０（Ｄ）に示すように
、バイタルサインの情報（測定波形、測定値）を含むが超音波画像を除外した画面を第１
画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよい。
【００８８】
　制御部１４は、上述の画像ファイル（第１画像ファイル）に加えて、録画タイミングに
おける周辺画像を含む画像ファイル（第２画像ファイル）を記憶部１７に保存する。以下
、第２画像ファイルの例を図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）を参照して説明する。
【００８９】
　制御部１４は、周辺画像を大画面表示した画面（図１０（Ａ））を第２画像ファイルと
して記憶部１７に保存してもよい。また制御部１４は、周辺画像に対して被験者情報や日
時情報を重ねあわせた画面（図１０（Ｂ））を第２画像ファイルとして記憶部１７に保存
してもよい。制御部１４は、周辺画像に対して録画タイミングにおける各種バイタルサイ
ンの測定情報ｖ６を重畳した画面を第２画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよい
。
【００９０】
　なお、図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）はあくまでも第２画像ファイルの一例にすぎず、第
２画像ファイルは周辺画像そのもの、または周辺画像と各種の情報が表示された画面に係
るものであれば良い。
【００９１】
　続いて本実施の形態にかかる生体情報測定装置１０の効果について実施の形態１と概ね
同様である。すなわち制御部１４は、録画指示の有ったタイミング（録画タイミング）に
おいて、周辺画像（撮像画像の一態様）とバイタルサインの情報の双方を画像形式で記憶
部１７に保存する。録画タイミングにおける周辺画像とバイタルサインの情報を画像とし
て記録することにより、ユーザはこれ等の情報を参照して録画タイミングにおける被験者
の状態をより正確に把握することができる。
【００９２】
＜実施の形態３＞
　本実施の形態では、生体情報測定装置１０が、超音波プローブ２０とカメラ４０が一体
化した撮像装置と接続することを特徴とする。以下、実施の形態１や２と異なる点を中心
に説明を行う。
【００９３】
　図１１は、本実施の形態に係る生体情報システム１の構成を示す外観概略図である。生
体情報システム１は、生体情報測定装置１０、超音波プローブ２０、及びカメラ４０を有
する。本実施の形態にかかる生体情報測定装置１０は、２つの撮像装置（超音波プローブ
２０、カメラ４０）と接続し、撮像画像は超音波画像と周辺画像の双方となる。なお、図
示しないものの生体情報測定装置１０は、センサ３０（後述）とも適宜接続する。
【００９４】
　本構成では、ケーブルを介して生体情報測定装置１０とカメラ４０が接続し、別のケー
ブルを介してカメラ４０と超音波プローブ２０が接続する。なお各装置は無線接続によっ
て通信接続が実現されていてもよい。
【００９５】
　超音波プローブ２０及びカメラ４０の構成や機能は、実施の形態１または実施の形態２
と略同一である。生体情報測定装置１０には、超音波プローブ２０が取得した超音波画像
（または反射波の信号）と周辺画像が入力される。
【００９６】
　制御部１４は、センサ３０（図１１には図示せず）から取得した生体信号を基に算出し
たバイタルサインの情報（測定値、測定波形）をリアルタイムで表示部１６に表示する。
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これに加えて制御部１４は、超音波画像と周辺画像の双方をリアルタイムで表示部１６に
表示する。図１１では、バイタルサインの情報（測定値、測定波形）に超音波画像ｕ１と
周辺画像ｃ１を重ねあわせた画面が表示部１６に表示されている。
【００９７】
　図１１の状態において、録画指示（カメラ４０のボタン操作、または操作部１３の操作
）が生じた場合の動作について説明する。録画指示が生じた場合、録画指示を示す信号が
制御部１４に入力される。
【００９８】
　録画指示が生じた場合、制御部１４は上述の＜１＞、＜２＞のいずれかの方式でバイタ
ルサインの情報と超音波画像と周辺画像を画像形式で記憶部１７に保存する。以下、動作
は実施の形態１とほとんど同じであるため、上述の＜１＞に対応する動作と画像ファイル
のみを図１２及び図１３を参照して説明する。
【００９９】
　制御部１４は、例えばバイタルサインの情報（測定波形、測定値）、周辺画像、及び超
音波画像を表示した画面のスクリーンキャプチャ画面を生成し、当該スクリーンキャプチ
ャ画面を第１画像ファイルとして記憶部１７に保存する（図１２（Ａ））。制御部１４は
、スクリーンキャプチャ画面の一部を他の情報と置換した画面（例えば時刻情報を詳細な
日時情報に置換した画面）を第１画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよい（図１
２（Ｂ））。
【０１００】
　制御部１４は、例えばバイタルサインの情報（測定波形、測定値）に周辺画像や超音波
画像のサイズを拡大して表示した画面を第１画像ファイルとして記憶部１７に保存しても
よい（図１２（Ｃ））。図１２（Ａ）～（Ｃ）に示すように第１画像ファイルがバイタル
サインの情報（測定波形、測定値）、周辺画像、及び超音波画像を含むことにより、録画
タイミングにおける被験者の状態（及び被験者の周辺の状態）をより正確に把握すること
が出来る。
【０１０１】
　また制御部１４は、図１２（Ｄ）に示すように、バイタルサインの情報（測定波形、測
定値）を含むが超音波画像と周辺画像を除外した画面を第１画像ファイルとして記憶部１
７に保存してもよい。すなわち本例においても第１画像ファイルは、バイタルサインの情
報を含むものであればどのようなものであってもよい。
【０１０２】
　制御部１４は、上述の画像ファイル（第１画像ファイル）に加えて、録画タイミングに
おける周辺画像及び超音波画像の少なくとも一方を含む画像ファイル（第２画像ファイル
）を記憶部１７に保存する。以下、第２画像ファイルの例を図１３（Ａ）～図１３（Ｃ）
を参照して説明する。
【０１０３】
　制御部１４は、超音波画像を大画面表示した画面（図１３（Ａ））を第２画像ファイル
として記憶部１７に保存してもよい。また制御部１４は、周辺画像を大画面表示した画面
（図１３（Ｂ））を第２画像ファイルとして記憶部１７に保存してもよい。制御部１４は
、超音波画像と周辺画像を合成した画面を第２画像ファイルとして記憶部１７に保存して
もよい（図１３（Ｃ））。なお図示しないものの各画面にバイタルサインの情報（測定値
）や各種情報（患者情報や日時情報）が重畳されていてもよい。
【０１０４】
　また上述の＜２＞の方式で合成画像ファイルを保存する場合、合成画像ファイルが図１
２（Ａ）のようにバイタルサインの情報（測定波形、測定値）、周辺画像、及び超音波画
像を表示した画面にかかるものであることが好ましい。
【０１０５】
　すなわち制御部１４は、バイタルサインの情報と周辺画像と超音波画像を含む合成画像
ファイルを記憶部１７に保存する。これにより、録画タイミングにおける被験者の状態（
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及び被験者の周辺の状態）を１つの画像ファイルのみから正確に把握することが出来る。
【０１０６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は既に述べた実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変更が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１０７】
１　生体情報システム
１０　生体情報測定装置
１１　入力インターフェイス
１２　通信部
１３　操作部
１４　制御部
１５　スピーカ
１６　表示部
１７　記憶部
２０　超音波プローブ
２１　探触子
２２　制御部
２３　記憶部
２４　ボタン（操作部）
３０　センサ
４０　カメラ
４１　レンズ
４２　制御部
４３　記憶部
４４　操作部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月6日(2019.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、撮像装置からの撮像画像又は前記撮像
画像の基となる信号と、を取得する生体情報測定装置であって、
　電子ファイルを保存可能な記憶部と、
　前記バイタルサインの情報と前記撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示するように
制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、録画指示の有った録画タイミングにおいて、前記撮像画像と前記バイタ
ルサインの情報の双方を画像形式で前記記憶部に保存する、生体情報測定装置。
【請求項２】
　前記撮像装置は、前記生体情報測定装置と接続した超音波プローブまたはカメラであり
、
　前記撮像画像は、前記超音波プローブが被験者に照射した超音波の反射波を基に撮像し
た超音波画像、および前記カメラが周辺を撮像した周辺画像の少なくとも一方を含む、こ
とを特徴とする請求項１に記載の生体情報測定装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記生体情報測定装置と接続したセンサから取得した前記生体信号を解
析し、前記バイタルサインの情報を算出してリアルタイムに前記表示部に表示すると共に
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、前記撮像画像をリアルタイムに取得して前記表示部に表示する、ことを特徴とする請求
項１または請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、前記撮像画像と前記バイタルサインの情
報を合成した合成画像ファイルを生成して前記記憶部に保存する、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、前記バイタルサインの情報を含む第１画
像ファイルと前記撮像画像を含む第２画像ファイルを生成して前記記憶部に保存する、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】
　前記第１画像ファイルは、前記バイタルサインの測定波形の表示画面に前記撮像画像を
重ねあわせた画面にかかる画像ファイルであり、
　前記第２画像ファイルは、前記撮像画像または前記撮像画像に各種情報を重ね合わせた
画面にかかる画像ファイルである、ことを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置
。
【請求項７】
　前記第１画像ファイルは、前記録画タイミングにおける前記表示部に表示された画面の
スクリーンキャプチャにかかるファイルである、
ことを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、前記バイタルサインの情報を数値又は文
字列で示した非画像情報である第１非画像ファイルを取得して前記記憶部に保存する、
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記録画タイミングにおいて、被験者情報、時刻情報、装置情報、設定
情報の少なくとも一つを含む非画像情報である第２非画像ファイルを取得して前記記憶部
に保存する、
ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第１画像ファイルと前記第２画像ファイルを、前記記憶部内のファ
イルシステム上の同一フォルダ内に保存する、
ことを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置。
【請求項１１】
前記制御部は、前記第１画像ファイルのファイル名の一部と前記第２画像ファイルのファ
イル名の一部が共通するように設定する、ことを特徴とする請求項５～７のいずれか１項
に記載の生体情報測定装置。
【請求項１２】
前記制御部は、前記バイタルサインの情報と前記周辺画像と前記超音波画像を一つのファ
イルにまとめた画像形式で前記記憶部に保存する、
ことを特徴とする請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項１３】
　撮像装置と、
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記撮像装置からの撮像画像又は前記
撮像画像の基となる信号と、を取得する生体情報測定装置と、を備えた生体情報システム
であって、
　前記生体情報測定装置は、
　電子ファイルを保存可能な記憶部と、
　前記バイタルサインの情報と前記撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示するように
制御する制御部と、を備え、
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　前記制御部は、静止画又は録画の録画指示の有った録画タイミングにおいて、前記撮像
画像と前記バイタルサインの情報の双方を静止画又は録画の画像形式で前記記憶部に保存
する、生体情報システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明にかかる生体情報測定装置の一態様は、
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、撮像装置からの撮像画像又は前記撮像
画像の基となる信号と、を取得する生体情報測定装置であって、
　電子ファイルを保存可能な記憶部と、
　前記バイタルサインの情報と前記撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示するように
制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、録画指示の有った録画タイミングにおいて、前記撮像画像と前記バイタ
ルサインの情報の双方を画像形式で前記記憶部に保存する、ものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
生体情報測定装置は、被験者の生体信号を基にしたバイタルサインの情報と、撮像装置か
らの撮像画像又は前記撮像画像の基となる信号と、を取得する。制御部は、バイタルサイ
ンの情報と撮像画像の少なくとも一方を表示部に表示する。そして制御部は、録画指示の
有ったタイミング（録画タイミング）において、撮像画像とバイタルサインの情報の双方
を画像形式で記憶部に保存する。録画タイミングにおける撮像画像とバイタルサインの情
報を画像として記録することにより、ユーザはこれ等の情報を参照して被験者の状態をよ
り正確に把握することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　続いて本実施の形態に係る生体情報測定装置１０の効果について説明する。生体情報測
定装置１０は、センサ３０を介して被験者の生体信号を基にしたバイタルサインの情報と
、超音波プローブ２０（撮像装置の一態様）からの超音波画像（撮像画像の一態様）また
は超音波画像の基となる反射波の信号と、を取得する。制御部１４は、バイタルサインの
情報と超音波画像の少なくとも一方を表示部１６に表示する。そして制御部１４は、録画
指示の有ったタイミング（録画タイミング）において、超音波画像とバイタルサインの情
報の双方を画像形式で記憶部１７に保存する。録画タイミングにおける超音波画像とバイ
タルサインの情報を画像として記録することにより、ユーザはこれ等の情報を参照して被
験者の状態をより正確に把握することができる。
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